
事業番号 - - -

（ ）

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
地球温暖化対策計画〈令和３年10月22日閣議決定）、環境省公表資料

- - -

目標値 ％ -

38 - - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

　　　X/Y - -

中間目標 目標最終年度

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

- 36/1

- 年度 12

- - -

当初見込み 件 - - - 1 -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト

百万円/件数

- -

58

住宅･建築物分野における
CO₂排出量を2030年度の
目安として58％削減（2013
年度比）

2013年度のCO₂排出量に
対する当該年度のCO₂排出
量の削減率

成果実績 ％ 21 22

達成度 ％ 36

年度

- - -

X : 実績額（百万円）／Y : 支援件数（件）

- - - 36

計算式

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 36 60

活動内容
（アクティビ

ティ）

モデル地域への支援、区域指定に係る取組事例の収集、留意点等の検討・とりまとめ・周知。

モデル地域への支援、区
域指定に係る取組事例の
収集、留意点等の検討・と
りまとめ・周知の実施

当該年度の交付決定件数

活動実績 件

主な増減理由

住宅市場整備推進等事業
費補助金

36 60 改正建築物省エネ法が公布されたことを踏まえ、より一層、市町村等
における区域指定に係る先行的な取組への支援が必要になるため。

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

執行率（％） - - -

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

見直しを予定している建築物省エネ法に基づく再エネ利用設備設置促進区域（仮称）を指定しようとする先行事例をモデルとし、モデル地域における調査・
関係権利者等の調整を支援するとともに、区域指定に係る取組事例の収集、留意点等の検討・とりまとめ・周知等に関する地方公共団体への横展開を実
施する事業を支援する。
（補助率：定額）

実施方法 補助

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 0 0 0

計 0 0 0 36 60

予備費等 - - - -

予算
の状
況

-

前年度から繰越し

住生活基本計画（全国計画）
（令和3年3月19日閣議決定）

翌年度へ繰越し - - - -

- -

令和5年度要求

当初予算 - - - 36 60

補正予算 -

- - - - -

事業名 再エネ利用設備設置促進区域（仮称）指定促進モデル事業 担当部局庁 住宅局 作成責任者

事業開始年度 令和4年度
事業終了

（予定）年度
令和6年度 担当課室

2022 国交 新22 0001

令和4年度行政事業レビューシート 国土交通省

主要政策・施策 - 主要経費 その他の事項経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

2050年カーボンニュートラル、2030年における温室効果ガス46％削減（2013年度比）など、脱炭素社会に向けた政府目標が示されている中、見直しを予定し
ている建築物省エネ法に基づく再エネ利用設備設置促進区域（仮称）の地方公共団体における指定を支援することで、住宅・建築物分野におけるさらなる
省エネの取組の促進を図ることを目的とする。

参事官（建築企画担当） 参事官　今村　敬

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する
計画、通知等



成果実績 ％ 13 -

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ‐

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

‐

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ‐

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

‐

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ‐

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

‐

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ‐

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画

と
の
関
係

政
策
評
価

政策 ３　地球環境の保全

施策

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

公募により選定する。
一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○
本事業の目的である住宅・建築物の省エネ化の推進は国民
や社会ニーズを的確に反映している。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

見直しを予定している建築物省エネ法に基づく再エネ利用設
備設置促進区域（仮称）を先行的に指定しようとする地方公
共団体に対し、国がモデル事業として支援を行うとともに、他
の地方公共団体に対しては、区域指定にあたって参考となる
よう留意点等のとりまとめを行った上で、周知を行う必要があ
ることから、地方公共団体、民間にゆだねることは困難。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○

本事業の目的である住宅・建築物の省エネ化・省CO₂化等の
推進は、地球温暖化対策計画に定められた民生部門のCO₂
排出量の2030年度の削減目標を達成するため、地域によら
ず取り組むべき国の重要な課題である。
また、住宅・建築物の省エネ化を推進するため、建築物の性
能の向上と併せて、再エネ利用設備の導入による消費エネ
ルギー量の削減が必要となっており、本事業は優先度の高
い事業である。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

-

該当箇所

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_tk_00
0037.html

該当箇所 P13（全体版）

新
経
済
・
財
政
再

生
計
画
改
革
工
程

表
 
2
0
2
1

取組
事項

分野： - -

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）

- - 30

令和12年度までに省エネ
基準を充たす住宅ストック
の割合を30%まで引き上げ
る。

省エネ基準を充たす住宅ス
トックの割合
（平成25年度：６%）

達成度 ％ - - - - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

- - -

目標値

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 12 年度

％ - -

９　地球温暖化防止等の環境の保全を行う

-

事業名事業番号



※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

2021 国交 新22

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

令和3年度

令和2年度

0001

平成30年度

令和元年度

改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けて、制度のガイドラインを活用した助言等、区域指定を行う市町村等のニーズに的確に応える支援を行
うとともに、収集したノウハウ等の周知、普及を徹底するよう努める。

備考

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

外部有識者の所見

-

行政事業レビュー推進チームの所見

本年成立した改正建築物省エネ法の円滑な施行に資するよう、区域指定を行う地方公共団体のニーズに的確に応える支援を行うとともに、収集し
たノウハウ等の周知、普及を徹底するよう努めるべきである。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果 ‐

改善の
方向性

‐

国土交通省

再エネ利用設備設置促進区域（仮称）を指定しようとする先行事例をモデルと

し、モデル地域における調査・関係権利者等の調整の支援及び区域指定に

係る取組事例の共有、留意点等の検討・とりまとめ・周知等に関する地方公

共団体への横展開を実施する事業の支援

A．民間事業者等

【補助金等交付】

先行地域における区域指定に係る取り組み事例を収集・整理するととも

に、地方公共団体が調査や住民調整等を実施する際における参考とな

るべき留意点等の検討、とりまとめ、周知等を実施



事業番号 - - -

（ ）

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

　　　X/Y - -

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

- 709/9

- - -

当初見込み 件 - - - 9 -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト

百万円/件数

- -

X : 予算執行額（百万円）／Y : 交付決定件数

- - - 78.8

計算式

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 709 1,000

活動内容
（アクティビ

ティ）

カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物分野の対策を推進するための、設計・施工方法、評価方法等の習熟、消費者への積極的周
知・普及啓発に対して支援を行う。

生産側、流通側、審査側及
び消費者等に対し、徹底的
な周知の実施

当該年度の交付決定件数

活動実績 件

主な増減理由

住宅市場整備推進等事業
費補助金

709 1,000 改正建築物省エネ法が公布されたことを踏まえ、より一層、生産側、流
通側、審査側及び消費者等に対する体制整備への支援が必要になる
ため。

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

執行率（％） - - -

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

(1) 省エネ基準・計算方法、設計・施工方法等に係る講習・実地訓練
(2) 住宅の省エネ性能の表示制度の運用に係る課題分析、評価員・建築物省エネ法の適合性判定員の育成支援
(3) 住宅の省エネ性能の表示に係る第三者評価の取得促進
(4) 自治体等と連携して行われる省エネ改修等の積極的周知啓発・働きかけに対する支援
(5) 審査範囲の見直し等に伴う、積極的周知・普及や審査体制の整備への支援
（補助率：定額）

実施方法 補助

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 0 0 0

計 0 0 0 709 1,000

予備費等 - - - -

予算
の状
況

-

前年度から繰越し

住生活基本計画（全国計画）
（令和3年3月19日閣議決定）

翌年度へ繰越し - - - -

- -

令和5年度要求

当初予算 - - - 709 1,000

補正予算 -

- - - - -

事業名
カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・建築物の体制整備
事業 担当部局庁 住宅局 作成責任者

事業開始年度 令和4年度
事業終了

（予定）年度 令和7年度 担当課室

2022 国交 新22 0002

令和4年度行政事業レビューシート 国土交通省

主要政策・施策 - 主要経費 その他の事項経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

2050年カーボンニュートラル、2030年における温室効果ガス46％削減（2013年度比）など、脱炭素社会に向けた政府目標が示される中、住宅・建築物分野
においても、さらなる省エネの推進が求められている。令和3年4月に立ち上げた「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」（事務
局：国交省、経産省、環境省）のとりまとめにおいて、2025年度の住宅を含めた省エネ基準への適合義務化や、新築住宅・建築物の省エネ性能表示の義務
化等を目指すこととしており、設計者、施工者等に対する制度の普及、設計・施工方法の習熟支援、一般の所有者等に対する周知等、建築物省エネ法の見
直しに向けた体制整備を行うことを目的とする。

参事官（建築企画担当）
建築指導課

参事官　今村　敬
課長　宿本　尚吾

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する
計画、通知等



成果実績 ％ 13 -

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ‐

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

‐

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ‐

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

‐

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ‐

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

‐

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ‐

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画

と
の
関
係

政
策
評
価

政策 ３　地球環境の保全

施策

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

公募により選定する。
一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の

必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○
本事業の目的である住宅・建築物の省エネ化・省CO₂化等の
推進は国民や社会ニーズを的確に反映している。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
本事業の目的である、住宅・建築物の省エネ性能の向上に
係る市場環境等を整備し、これにより住宅・建築物の省エネ

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

-

該当箇所

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_tk_00
0037.html

該当箇所 P13（全体版）

新
経
済
・
財
政
再

生
計
画
改
革
工
程

表
 
2
0
2
1

取組
事項

分野： - -

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）

- - 30

令和12年度までに省エネ
基準を充たす住宅ストック
の割合を30%まで引き上げ
る。

省エネ基準を充たす住宅ス
トックの割合
（平成25年度：６%）

達成度 ％ - - - - -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
地球温暖化対策計画〈令和３年10月22日閣議決定）、環境省公表資料

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

- - -

目標値

- - -

目標値 ％ -

38

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

- 年度 12 年度

- - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

％ - -

- 年度 12

58

住宅･建築物分野における
CO₂排出量を2030年度の
目安として58％削減（2013
年度比）

2013年度のCO₂排出量に
対する当該年度のCO₂排出
量の削減率

成果実績 ％ 21 22

達成度 ％ 36

年度

- - -

９　地球温暖化防止等の環境の保全を行う

-

事業名事業番号



- -

※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

2021 国交 20

国土交通省 新31 0002

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

令和3年度

令和2年度 国土交通省 0022

0019

平成30年度

令和元年度

平成28年度

平成29年度

平成26年度

平成27年度

平成25年度

改正建築物省エネ法・建築基準法等の円滑な施行に向けて、生産側、流通側、審査側及び消費者等への制度の周知徹底に努める。

備考

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度

外部有識者の所見

-

行政事業レビュー推進チームの所見

本年成立した改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けて、国民、関係事業者、地方公共団体等への制度の周知徹底に努めるべきである。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果 ‐

改善の
方向性

‐

平成24年度

国土交通省

A．民間事業者等

カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物分野の対策を推進するため、

生産側、流通側及び審査側等に対する、設計・施工方法、評価方法等の習熟、消

費者への積極的周知・普及啓発を行うことに対する支援。

【補助金等交付】 以下①～⑤の事業を実施

①省エネ基準・計算方法、設計・施工方法等に係る講習・実地訓練

②住宅の省エネ性能の表示制度の運用に係る課題分析、評価員・

建築物省エネ法の適合性判定員の育成支援

③住宅の省エネ性能の表示に係る第三者評価の取得促進

④自治体等と連携して行われる省エネ改修等の積極的周知啓発・

働きかけに対する支援

⑤審査範囲の見直し等に伴う、積極的周知・普及や審査体制の整

備への支援



事業番号 - - -

（ ）

- - -

目標値 ％ -

- - - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

X/Y - -

中間目標 目標最終年度

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

- 40/9

5 年度 7

- - -

当初見込み 件 - - - 9 -

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト

百万円/件

- -

40

令和7年度末までに、建築
設備及び昇降機等の定期
検査の結果の報告件数の
うち、オンラインを利用して
報告した件数の割合を
40％とする。

建築設備及び昇降機等の
定期検査の結果の報告件
数のうち、オンラインを利用
して報告した件数の割合
（４０％）
※中間目標においては、オ
ンラインによる定期報告が
可能な特定行政庁の割合
（２０％)

成果実績 ％ - -

達成度 ％ -

年度

- - 20

Ｘ：実績額（百万円）／Ｙ：ヒアリングを実施した特定行政
庁の数（件）

- - - 4.4

計算式

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 40 40

活動内容
（アクティビ

ティ）

民間事業者等に対して、定期報告制度における各特定行政庁等のシステムの仕様に係る統一的な共通仕様書案の検討・作成等に要する費用
について、補助金を交付する。

定期報告制度における各
特定行政庁等のシステム
の仕様に係る統一的な共
通仕様書案の検討・作成等
を実施

補助を行った事業者が共
通仕様書案の検討・作成等
のためにヒアリングを実施
した特定行政庁の数

活動実績 件

主な増減理由

住宅市場整備推進等事業
費補助金

40 40 -

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

執行率（％） - - -

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

下記の取組みに対して補助を行う（定額、民間事業者等）。
・定期調査（検査）報告システムについて、全国で統一すべき事項の共通仕様の検討
・報告内容の充実化等を通じた報告結果の高度利用案の検討
・試行システムの構築による共通仕様の利便性及び報告結果の高度利用項目の妥当性や効果等の検証
・システムの共通仕様書案及び報告結果の高度利用案の作成

実施方法 補助

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 0 0 0

計 0 0 0 40 40

予備費等 0 0 0 0

予算
の状
況

0

前年度から繰越し

住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱（令和4年4月1
日）

翌年度へ繰越し 0 0 0 0

0 0

令和5年度要求

当初予算 0 0 0 40 40

補正予算 0

0 0 0 0 0

事業名 定期報告制度のデジタル化促進事業 担当部局庁 住宅局 作成責任者

事業開始年度 令和4年度
事業終了

（予定）年度
令和5年度 担当課室

2022 国交 新22 0003

令和4年度行政事業レビューシート 国土交通省

主要政策・施策 - 主要経費 その他の事項経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

建築基準法に基づく定期報告制度において、各特定行政庁等における共通した仕様のシステム整備や民間企業による共通仕様書に基づいたシステム
サービスの提供を促進し、利用者にとって利便性の高いシステム整備を全国的に展開するとともに、オンライン化をきっかけとして、報告内容の充実化を図
ることで、より高度な定期報告制度を構築することを目的する。

参事官（建築企画担当）付 参事官　今村　敬

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

建築基準法
第12条第１項、第３項

関係する
計画、通知等



事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ‐

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

‐

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ‐

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

‐

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
審査において、事業を的確に遂行する技術能力、経理・事務
の管理体制及び費目・使途の妥当性について確認している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

○
必要な調査事項を検討精査しており、受益者との負担関係
は適切である。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ‐

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画

と
の
関
係

政
策
評
価

政策 １．少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

施策

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 チェック

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

事業者の選定にあたっては、公募を行い、審査において事
業を的確に遂行する技術能力、経理・事務の管理体制及び
費目・使途の妥当性について確認しており、妥当である。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

有

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○

　建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、全国で年間
約125万件程度の報告がある。本事業により、各特定行政庁
等のシステムの仕様について、統一すべき事項を国で検討
し、利用者にとって利便性の高いシステム整備を全国的に展
開することは、利用者の利便性の向上、行政事務の効率化
に資するものであることから、社会的ニーズを的確に反映し
ている。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

　規制改革推進会議においては、定期報告をする者の利便
性が低下することがないよう、全国での共通した仕組みの構
築を求めている。そのため、各特定行政庁等のシステムの
仕様について、統一すべき事項を国で検討し、利用者にとっ
て利便性の高いシステム整備を全国的に展開することが必
要である。
　また、定期報告制度の検査結果表は、紙面による報告を前
提に、ごく限られた情報を記載するものとされており、これま
では、当該報告内容を指導や適切な維持管理の推進対策に
積極的に活用できていない。そのため、オンライン化をきっか
けとして、報告内容の充実化や定期報告結果の高度利用に
よる適切な維持管理の推進対策を検討する必要があること
から、本事業は国で実施すべき事業である。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○

デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）
においては、オンライン化等を実施する行政手続等の一つと
して、建築設備・昇降機等の定期報告の手続きが対象とさ
れ、規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）におい
ても、建築設備・昇降機等の定期報告がオンライン利用率を
大胆に引き上げる取組の対象事業の一つとされている。した
がって、本事業は必要かつ適切、また、優先度が高い。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/report_211223_2.pdf

該当箇所

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_tk_00
0037.html

該当箇所 P2（全体版）

新
経
済
・
財
政
再

生
計
画
改
革
工
程

表
 
2
0
2
1

取組
事項

分野： 地方行財政改革 ３．デジタル・ガバメントの断行

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）

規制改革実施計画に基づく「個別分野におけるオンライン利用率の大胆な引上げ」の基本計画（対象事業名：建築確認等）（令和３年９月１日改
定）

２．住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行わ
れる住宅市場を整備する

P.88

事業名事業番号



※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

2021 国交 新22

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

令和3年度

令和2年度

0003

平成30年度 -

令和元年度

平成28年度 -

平成29年度 -

平成26年度 -

平成27年度 -

-

平成25年度 -

特定行政庁へのヒアリングや有識者を交えた検討会等を通じ、システムの仕様、価格ともに、関係者にとって導入可能性が高いものとなるよう引き
続き検討を行う。

備考

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 -

外部有識者の所見

-

行政事業レビュー推進チームの所見

定期報告制度における統一的な共通仕様書については、建築物の所有者、特定行政庁等の関係者にとって現実的に導入可能性が高いものとな
るよう留意すべきである。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果 -

改善の
方向性

-

平成24年度

国土交通省

４０百万円

【補助金等交付】

Ａ．民間事業者

４０百万円

・定期調査（検査）報告システムについて、全国で統

一すべき事項の共通仕様の検討

・報告内容の充実化等を通じた報告結果の高度利

用案の検討


